
入  札  公  告  
 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

 

 

                                                             令 和 ８ 年 １ 月 ２ ３ 日  

 

 

                              国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                                  理 事 （ 水 産 大 学 校 代 表 ） 藤 井  徹 生  

 

 

１ ． 調 達 内 容  

 

 （ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量     （ 単 価 契 約 ） 令 和 ８ 年 度 定 期 健 康 診 断 業 務  

 

  （ ２ ） 調 達 仕 様         入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

  （ ３ ） 履 行 期 間         令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

  （ ４ ） 履 行 場 所         入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法          落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０

分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の

で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事

業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に

相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格  

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １ ３ 水 研 第 ６ ５

号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の ｢役

務 の 提 供 等 ｣の 業 種 「 そ の 他 」 で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 の い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ

て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び 役 務 等 契 約

指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止 措 置 要 領

  に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条 第 １ 項 各 号 に

掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法        競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入

札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式 等 ） の 交 付 を 受 け

る こ と 。  

① 直 接 交 付  

山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 ７ 番 1 号  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 大 学 校  

校 務 部 会 計 課 用 度 係  

電  話  ０ ８ ３ － ２ ２ ７ － ３ ８ ２ ５  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ８ ３ － ２ ６ ４ － ２ ０ ８ ０  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 令 和 ８ 年 度 定 期 健 康 診 断 業 務  入 札 説 明 書 宅

                   配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 名 、 住 所 、 電 話 番 号  

                                     を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 令 和 ８ 年 度 定 期 健 康 診 断 業 務  入 札 説 明 書 メ

ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ

ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等      仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日 ま で に

上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書 に 記 載 ） 又 は フ ァ

ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答

は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ

ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                    な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付 け 、 同 様

に 対 応 す る 。  

                    た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の 個 人 を 識



別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等 を 侵 害 す る お そ れ

の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所 を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表

せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等     

 

 （ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所      令 和 ８ 年 ２ 月 １ ０ 日  １ １ 時 ０ ０ 分  

                                  山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 7 番 1 号  

                                  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 水 産 大 学 校  本 館 第 一 会 議 室 Ａ  

 

 （ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の         令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日  １ ７ 時 ０ ０ 分  

        受 領 期 限 及 び 提 出 場 所       ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． そ  の  他  

 

 （ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

      使 用 す る 言 語 及 び 通 貨      日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

  （ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効         本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 及 び 入 札 に 関

す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

 （ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否       要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法        予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札

者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し 又 は 全

省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相 当 職 以 上

      の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等 ※ 注 １  と し て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ と ※ 注 ２  

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開 発 法 人

      水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力 を 与 え る と 認 め ら れ る 者

を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲 げ ら れ た 額 に

よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引 の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約 締 結 日 、

契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び 当 機 構 に お

 け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れ か に 該 当

 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機 構 に お け

る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は 原 則 と し

て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 が 行 う 契 約

に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、 所 要 の 情 報 の 当 機 構

へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご

理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の



で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

８ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン （ 実 施 基

準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等 に お け る 不 正 防 止 の 取

り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w . f r a . a f f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _

c o n t r a c t . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約

書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て 、 ② 国 立

研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約 書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し

ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出 し て い た だ け

れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 



業 務 仕 様 書 
 

 

１．件  名  （単価契約）令和８年度定期健康診断業務 

 

２．業務目的   本業務は、労働安全衛生法第６６条、労働安全衛生規則第４４条及び学校

保健安全法第１３条に基づき、一般定期健康診断を実施することを目的

とする。  

 

３．履行場所  山口県下関市永田本町２－７－１ 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校  

 

４．業務期間  自）令和８年４月 １日 

至）令和９年３月３１日 

 

５．業務内容  学生分については別紙１を参照のこと。 

陸上職員については、別紙２を参照のこと。 

 

６．そ の 他   

（１）正確な診断を行うため、十分な精度管理に努めること。（採血の際の食事時間

の問診等） 

   （２）業務に必要な物品（検査機器、ベッド、衝立、消耗品等）及び検診車は請負者

が用意すること。 

   （３）業務に必要な人員（医師・看護師・Ｘ線技師等）を配置すること。 

   （４）個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法に基づき、細心の注意を 

もって取り扱うこと。 

   （５）本件業務完了後、「完了報告書」を提出し、本校検査職員の確認を受ける 

こと。 

   （６）本校保管用診断結果報告書（紙媒体及び電子媒体）は、必ず学生分と職員分を

分けて提出すること。（同一の記録媒体に記載しない） 

   （７）本仕様書は業務の態様を示したものであり、詳細事項または疑義が生じた場

合は、担当職員と協議の上実施すること。 

 

 



別紙１ 

 

【学生分】 

１．実施予定日時 

  令和８年４月６日（月）～４月７日（火）の２日間とする。 

  初日の開始時刻は１３時００分、終了時刻は１６時３０分とすること。 

  ２日目の開始時刻は９時００分、終了時刻は１６時３０分とすること。（昼休憩は１２時０

０分から１３時００分とする。 

  詳細な受診学生のタイムテーブルは、おって連絡する。 

  なお、実施予定日において実施できなかった場合、または実施予定日に受診できなかった学

生については、担当職員と協議の上実施すること。 

 

２．業務内容 

  次の（１）から（７）の項目について検査を行い、本校保管用診断結果報告書（紙媒体及び

電子媒体）及び受診学生用の個人結果票各１部を提出すること。いずれの帳票にも学籍番号

を記載すること。 

  なお、報告書及び個人結果票は前年の検査数値を記載したものであること。 

  検査項目は学年によって異なることに留意すること。 

 （１）胸部Ｘ線検査 （ＤＲ撮影レントゲン車：２台／日） 

 （２）視力検査   （視力検査器：３台／日） 

 （３）心電図検査  （測定機器：６台／日） 

 （４）身長・体重測定（測定機器：２台／日） 

 （５）尿検査    （尿中の蛋白、糖及び潜血の検査：技師１人／日） 

 （６）内科検診   （既往症、服薬歴、自覚症状、他覚症状の有無：医師２人／日） 

        ※内科検診は、医師２名体制にて実施する。 

 （７）血圧検査（測定機器：３台／日） 

 

３．受診予定者数 

  受診予定者数及び実施日数は次のとおりとする。 

 （１）胸部Ｘ線検査            約９００名（対象：全学生） ２日間 

 （２）視力検査                           約９００名（対象：全学生） ２日間 

 （３）血圧検査                           約９００名（対象：全学生） ２日間 

 （４）身長・体重測定           約９００名（対象：全学生） ２日間 

 （５）心電図検査（6日）          約２００名（対象：本科１年生） １日間 

 （６）尿検査（7日）           約２００名（対象：本科３年生） １日間 

  （７）内科検診（7日）          約２００名（対象：本科３年生） １日間 

  

 



 

４．その他 

 （１）精密検査を要する学生にかかる詳細データ（フィルム、心電図及び医師の所見）を貸し 

    出しすること。 

 （２）検体ラベル等の作成資料として、受診予定学生名簿（学籍番号付き）を業務実施日の７ 

    日前までに本校から通知するものとする。 

 

                                                                          

      



別紙２ 
 

【陸上職員】 

１．実施予定日時 

   定期健康診断の実施予定時期としては、６月中旬～７月中旬の間における、休日を 

除いた連続する３日間を予定する。 

 

２．業務内容 

労働安全衛生法等の規定により、下記のとおり定期健康診断を行い、診断結果とし 

て健康診断個人票（様式第５号）１部及び健康診断個人票（個人通知用）２部を提

出すること。また、４０歳以上の者については、健診結果をＸＭＬ形式でＣＤ－Ｒ

等により提出すること。（提出方法等は別途協議すること。） 

 

 

（１）定期健康診断 

①診察（既往歴（服薬歴、喫煙歴の問診含む）及び業務歴、自覚症状及び他覚症状

の有無の検査） 

②身長・体重・腹囲の測定、視力の検査、聴力の検査（オージオメーター 

１０００Ｈｚ、４０００Ｈｚ） 

③胸部Ｘ線検査 

④血圧の測定 

⑤貧血検査（血色素量、赤血球数） 

⑥肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

⑦血中脂質検査（ＬＤＬ、ＨＤＬ、血清トリグリセライド） 

⑧血糖検査（空腹時血糖） 

⑨尿検査（尿中の蛋白及び糖の検査） 

⑩心電図検査 

  

（２）ＶＤＴ検査 

   ①業務歴の調査 

②既往歴の調査 

③自覚症状の有無の調査 

（ａ）眼疲労を主とする視器に関する症状 

（ｂ）上肢・頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状 

（ｃ）ストレスに関する症状 

④眼科学的検査 

（ａ）視力検査５ｍ視力の検査 

近目視力の検査（５０㎝視力又は３０㎝視力） 

（ｂ）その他医師が必要と認める検査 

 （３）胃部Ｘ線検査 

 

 （４）大腸ガン検査（便潜血反応検査・２回法） 

 

 （５）喀痰検査 

 

 

 



 受診予定者見込み数（前年度実績） 

（１）定期健康診断                １０７名 

（２）胃部Ｘ線検査                 ２３名 

（３）大腸ガン検査（便潜血反応検査・２回法）    ８２名 

（４）喀痰検査                    ８名 

（５）ＶＤＴ検査                  ２８名 

 

３．その他 

（１）定期健康診断前に受診予定者名簿を請負医療機関へ通知する。 

（２）本校から請負医療機関に対して健康診断個人票を一時預託した場合には、預 

   託した個人票の保管にあたっては、管理に十分注意すること。 


